
利用定員の適切な見直しについて（内閣府）

〇利用定員の減少は、子ども・子育て支援法により事業者の届出で足りるものであるため、市町村は、必要な事項を
盛り込んだ届出を受理せず利用定員の減少を認めないといった対応を取ることはできないことに留意すること。
〇ただし、市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画に基づき教育・保育の提供を行うこととされており、
「子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の
確認に係る留意事項等について」（平成26年９月10日３府省通知。令和２年９月10日最終改正。）第３の１
（１）アにおいて、「市町村においては、申請者との意思疎通を図り、その意向を十分に考慮しつつ、当該施設で
の最近における実利用人員の実績や今後の見込みなどを踏まえ、適切に利用定員を設定していただく必要がある」
こととされていることから、事業者は、利用定員の減少の届出に際しても、事前に市町村と相談することが適当。
〇利用定員は、質の高い教育・保育が提供されるよう、各施設の意向を十分に考慮しつつ、最近における実利用人員
の実績や今後の見込み、市町村子ども・子育て支援事業計画への影響等を踏まえながら、適切に見直すべきもの。
〇見直しの時期は、毎年度当初に見直すことが考えられるほか、年度途中であっても、見込みをもとに設定した
利用定員と実利用人員との乖離が大きく、園の経営に多大な影響を及ぼしかねない等の事情がある場合には、
各施設の意向を尊重しつつ、適切に利用定員の変更を検討していただくことが考えられる。
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（変更の届出等）
第三十五条 （略）
２ 特定教育・保育施設の設置者は、当該利用定員の減少をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、
その利用定員の減少の日の三月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
（変更の届出等）
第四十七条 （略）
２ 特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業の利用定員の減少をしようとするときは、内閣府令で定める
ところにより、その利用定員の減少の日の三月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）

1

資料１０


